
大分県 

 

◎
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
ダ
イ
ヤ
ル
等
営
業
に
係
る 

利
用
カ
ー
ド
の
自
動
販
売
機
設
置
の
届
出
等 

に
関
す
る
規
則 

 

 

平
成
八
年
三
月
三
十
日 

公
安
委
員
会
規
則
第
四
号 

改
正 

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日 

公
安
委
員
会
規
則
第
六
号 

平
成
十
七
年
七
月
一
日 

公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号 

  

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
青
少
年
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条

の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
基
づ
き
、
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
ダ
イ
ヤ
ル
等
営
業
に

係
る
利
用
カ
ー
ド
の
自
動
販
売
機
の
設
置
の
公
安
委
員
会
へ
の
届
出
等
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
ダ
イ
ヤ
ル
等
営
業
に
係
る
利
用
カ
ー
ド
の
自
動

販
売
機
の
設
置
の
届
出
） 

第
二
条 

条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト

ダ
イ
ヤ
ル
等
営
業
に
係
る
利
用
カ
ー
ド
の
自
動
販
売
機
設
置
届
出
書
（
第
一

号
様
式
）
に
利
用
カ
ー
ド
の
自
動
販
売
機
を
設
置
す
る
者
（
以
下
「
自
動
販

売
機
設
置
者
」
と
い
う
。
）
及
び
自
動
販
売
機
を
管
理
す
る
者
（
以
下
「
自

動
販
売
機
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
住
民
票
の
写
し
（
法
人
に
あ
つ
て

は
、
登
記
簿
事
項
証
明
書
）
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

(1) 

自
動
販
売
機
の
型
式
及
び
製
造
番
号 

 

(2) 

利
用
カ
ー
ド
に
係
る
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
ダ
イ
ヤ
ル
等
営
業
に
つ
き
広
告

又
は
宣
伝
を
す
る
場
合
に
当
該
営
業
を
示
す
も
の
と
し
て
使
用
す
る
呼

称
（
当
該
呼
称
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ら
全
部
の
呼
称
） 

 

(3) 

設
置
予
定
年
月
日 

 

（
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
ダ
イ
ヤ
ル
等
営
業
に
係
る
利
用
カ
ー
ド
の
自
動

販
売
機
の
変
更
又
は
廃
止
の
届
出
） 

第
三
条 

条
例
第
十
二
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
項
の

変
更
の
届
出
は
、
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
ダ
イ
ヤ
ル
等
営
業
に
係
る
利
用
カ
ー
ド
の

自
動
販
売
機
設
置
届
出
事
項
変
更
届
出
書
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
の
内
容
が
自
動
販
売
機
設
置
者
又

は
自
動
販
売
機
管
理
者
の
住
所
又
は
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び

代
表
者
の
氏
名
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
住
民
票

の
写
し
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
登
記
簿
の
謄
本
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

条
例
第
十
二
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
販
売
機
の
使
用
の
廃

止
の
届
出
は
、
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
ダ
イ
ヤ
ル
等
営
業
に
係
る
利
用
カ
ー
ド
の
自

動
販
売
機
使
用
廃
止
届
出
書
（
第
三
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
届
出
書
の
提
出
部
数
及
び
提
出
先
） 

第
四
条 

前
二
条
に
規
定
す
る
届
出
書
は
、
正
副
二
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
は
、
届
出
に
係
る
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
ダ

イ
ヤ
ル
等
営
業
所
又
は
自
動
販
売
機
の
設
置
場
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

警
察
署
長
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
四
年
公
委
規
則
第
六
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
七
年
公
委
規
則
第
十
五
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


